
凡例
青色線･･･高速自動車国道/自動車専用道路
橙色線･･･平成29年告示の路線で引き続き認定する路線
紫色線･･･平成29年告示の路線で認定から外れる路線
赤色線･･･令和５年告示により追加する路線
緑色線･･･令和７年告示により追加する路線

1.0km
1:24,000

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 465


